
　
　
　
　
　
安
部
哲
夫
先
生
略
歴
・
主
要
著
作
目
録

　
　
　
略
　
　
　
歴

一
九
五
一
年
一
月　
　

福
岡
県
に
て
出
生

一
九
六
九
年
四
月　
　

福
岡
県
立
小
倉
高
等
学
校
卒
業

一
九
七
四
年
三
月　
　

法
政
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

一
九
七
四
年
四
月　
　

法
政
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
修
士
課
程
入
学

一
九
七
七
年
三
月　
　

法
政
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

一
九
七
七
年
四
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
入
学

一
九
八
〇
年
四
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学

一
九
八
〇
年
一
〇
月　

常
磐
学
園
短
期
大
学
非
常
勤
講
師
（
犯
罪
学
）

一
九
八
一
年
四
月　
　

常
磐
学
園
短
期
大
学
専
任
講
師
（
法
学
・
犯
罪
学
）

一
九
八
三
年
四
月　
　

茨
城
大
学
教
養
部
非
常
勤
講
師
（
法
学
、
一
九
九
三
年
三
月
ま
で
）

一
九
八
四
年
四
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
政
治
学
科
非
常
勤
講
師
（
刑
事
法
、
一
九
九
三
年
三
月
ま
で
）

一
九
八
六
年
四
月　
　

常
磐
学
園
短
期
大
学
助
教
授
（
法
学
・
犯
罪
学
、
一
九
九
三
年
三
月
ま
で
）

一
九
九
三
年
四
月　
　

北
陸
大
学
法
学
部
教
授
（
刑
法
・
刑
事
政
策
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
ま
で
）

二
〇
〇
〇
年
四
月　
　

獨
協
大
学
法
学
部
教
授
（
刑
法
・
刑
事
政
策
）
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二
〇
〇
〇
年
四
月　
　

青
少
年
育
成
国
民
会
議
専
門
委
員
（
二
〇
〇
九
年
三
月
ま
で
）

二
〇
〇
一
年
四
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
（
刑
事
政
策
、
二
〇
〇
六
年
三
月
ま
で
）

二
〇
〇
三
年
四
月　
　

常
磐
短
期
大
学
非
常
勤
講
師
（
法
学
・
青
少
年
法
、
二
〇
〇
六
年
三
月
ま
で
）

二
〇
〇
三
年
四
月　
　

獨
協
大
学
法
学
部
法
律
学
科
長
（
二
〇
〇
五
年
三
月
ま
で
）

二
〇
〇
三
年
一
〇
月　

水
戸
家
庭
裁
判
所
家
事
調
停
委
員
（
二
〇
一
四
年
一
月
よ
り
参
与
員
を
兼
務
、
現
在
に
至
る
）

二
〇
〇
四
年
四
月　
　

茨
城
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
委
員
（
委
員
長
、
二
〇
一
六
年
三
月
ま
で
）

二
〇
〇
四
年
四
月　
　

草
加
市
未
来
人
（
み
ら
い
び
と
）
サ
ポ
ー
ト
審
議
会
委
員
（
二
〇
〇
六
年
三
月
ま
で
）

二
〇
〇
七
年
四
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
（
刑
事
政
策
、
二
〇
二
一
年
三
月
ま
で
）

二
〇
〇
八
年
四
月　
　

国
立
武
蔵
野
学
院
附
属「
児
童
自
立
支
援
専
門
員
養
成
所
」（
現「
国
立
武
蔵
野
学
院
附
属
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
」）

非
常
勤
講
師
（
犯
罪
学
、
現
在
に
至
る
）

二
〇
一
〇
年
四
月　
　

常
磐
短
期
大
学
非
常
勤
講
師
（
法
学
・
青
少
年
法
、
二
〇
一
六
年
三
月
ま
で
）

二
〇
一
〇
年
四
月　
　

内
閣
府
若
年
者
向
け
薬
物
再
乱
用
防
止
に
関
す
る
企
画
分
析
会
議
委
員
（
二
〇
一
三
年
三
月
ま
で
）

二
〇
一
二
年
四
月　
　

明
治
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
非
常
勤
講
師
（
犯
罪
学
、
二
〇
一
六
年
三
月
ま
で
）

二
〇
一
二
年
四
月　
　

日
本
犯
罪
学
会
理
事
（
現
在
に
至
る
）

二
〇
一
三
年
五
月　
　

長
野
県
子
ど
も
を
性
被
害
か
ら
守
る
専
門
委
員
会
委
員
（
副
委
員
長
、
二
〇
一
四
年
三
月
ま
で
）

二
〇
一
四
年
四
月　
　

日
本
被
害
者
学
会
理
事
（
現
在
に
至
る
）

二
〇
一
五
年
二
月　
　

長
野
県
子
ど
も
を
性
被
害
か
ら
守
る
た
め
の
条
例
の
モ
デ
ル
検
討
会
委
員
（
座
長
、
二
〇
一
五
年
九
月
ま
で
）

二
〇
一
五
年
四
月　
　

草
加
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
委
員
（
二
〇
一
六
年
三
月
ま
で
）
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二
〇
一
七
年
四
月　
　

東
埼
玉
資
源
環
境
組
合
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
委
員
（
二
〇
一
九
年
三
月
ま
で
）

二
〇
一
七
年
四
月　
　

明
治
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
非
常
勤
講
師
（
犯
罪
学
、
二
〇
二
一
年
三
月
ま
で
）

二
〇
一
七
年
九
月　
　

日
本
犯
罪
学
会
賞
受
賞

二
〇
一
八
年
四
月　
　

法
務
省
こ
れ
か
ら
の
更
生
保
護
に
関
す
る
有
識
者
検
討
会
委
員
（
座
長
代
理
、
二
〇
一
九
年
三
月
ま
で
）

二
〇
二
〇
年
九
月　
　

埼
玉
県
再
犯
防
止
推
進
計
画
有
識
者
会
議
委
員
（
議
長
、
二
〇
二
一
年
三
月
ま
で
）

二
〇
二
一
年
三
月　
　

獨
協
大
学
法
学
部
定
年
退
職

二
〇
二
一
年
四
月　
　

獨
協
大
学
名
誉
教
授

所
属
学
会

日
本
刑
法
学
会
（
一
九
七
七
年
五
月
か
ら
現
在
）

日
本
犯
罪
学
会
（
一
九
七
八
年
九
月
か
ら
現
在
）

日
本
被
害
者
学
会
（
一
九
九
〇
年
一
一
月
か
ら
現
在
）

主
要
著
作

【
単
著
】

二
〇
〇
二
年　
『
青
少
年
保
護
法
』
尚
学
社
、
二
〇
〇
九
年
新
版
、
二
〇
一
四
年
新
版
補
訂
版
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【
共
著
】

一
九
八
一
年　
『
判
例
刑
法
研
究
第
八
巻
・
特
別
刑
法
の
罪
』
有
斐
閣
（「
児
童
福
祉
法
・
青
少
年
条
例
」
宮
澤
浩
一
と
共
著
）

一
九
八
一
年　
『
刑
法
事
典
』
立
花
書
房
（
青
柳
文
雄
ほ
か
編
、
分
担
執
筆
）

一
九
八
二
年　
『
演
習
ノ
ー
ト
・
刑
法
総
論
』
法
学
書
院
（
斎
藤
誠
二
編
、
分
担
執
筆
）

一
九
八
四
年　
『
女
性
犯
罪
』
立
花
書
房
（
中
谷
瑾
子
編
、
分
担
執
筆
「
性
と
女
性
犯
罪
」）

一
九
八
四
年　
『
講
義
刑
事
政
策
』
青
林
書
院
新
社
（
宮
澤
浩
一
ほ
か
編
、
分
担
執
筆
「
金
銭
的
制
裁
〈
罰
金
と
反
則
金
〉、
被
釈
放
者

保
護
〈
更
生
保
護
〉」）

一
九
八
五
年　
『
法
学
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
』
成
文
堂
（
宮
澤
浩
一
ほ
か
編
、
分
担
執
筆
「
市
民
生
活
と
安
全
」）
九
一
年
第
二
版

一
九
八
七
年　
『
思
春
期
の
性
』
誠
信
書
房
（
作
田
勉
ほ
か
編
、
分
担
執
筆
「
西
ド
イ
ツ
―
性
犯
罪
と
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」）

一
九
八
八
年　
『
法
学
―
法
と
現
代
女
性
』
尚
学
社
（
木
村
實
ほ
か
と
共
著
、
分
担
執
筆
「
女
性
と
刑
法
」）

一
九
九
二
年　
『
現
代
法
学
入
門
』
尚
学
社
（
青
柳
幸
一
・
笠
原
毅
彦
と
共
著
、
分
担
執
筆
「
第
三
部 

現
代
社
会
と
刑
事
法
」）
九
五

年
改
訂
版
、
九
八
年
新
版
、
二
〇
〇
〇
年
新
版
第
二
版
、
〇
四
年
新
版
第
三
版
、
〇
六
年
新
版
第
四
版
、
一
〇
年
新
版

第
五
版

一
九
九
五
年　
『
現
代
法
学
双
書
・
犯
罪
学
』
青
林
書
院
（
宮
澤
浩
一
ほ
か
編
、
分
担
執
筆
「
常
習
犯
罪
者
」）

一
九
九
五
年　
『
現
代
性
科
学
・
性
教
育
事
典
』
小
学
館
（
内
山
絢
子
ほ
か
編
、
分
担
執
筆
）

一
九
九
五
年　
『
犯
罪
・
非
行
事
典
』
大
成
出
版
社
（
所
一
彦
ほ
か
編
、
分
担
執
筆
）

一
九
九
七
年　
『
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
刑
事
政
策
』
法
学
書
院
（
高
橋
則
夫
と
共
著
）

一
九
九
八
年　
『
現
代
青
林
講
義
・
刑
事
政
策
』
青
林
書
院
（
加
藤
久
雄
ほ
か
編
、
分
担
執
筆
「
猶
予
処
分
の
現
状
と
課
題
」）
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一
九
九
八
年　
『
児
童
虐
待
と
そ
の
対
策
―
実
態
調
査
を
踏
ま
え
て
』
多
賀
出
版
（
萩
原
玉
味
ほ
か
編
、
分
担
執
筆
「
わ
が
国
に
お
け

る
対
応
策
の
考
察
１ 

刑
事
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」）

一
九
九
九
年　
『
児
童
虐
待
―
わ
が
国
に
お
け
る
現
状
と
課
題
』
信
山
社
（
明
治
学
院
大
学
立
法
研
究
会
編
、
報
告
「
法
的
な
視
点
か

ら
の
対
応
策
」）　

二
〇
〇
二
年　
『
児
童
虐
待
防
止
法
―
わ
が
国
の
法
的
課
題
と
各
国
の
対
応
』
尚
学
社
（
岩
井
宜
子
編
著
、
分
担
執
筆
「
ド
イ
ツ
―

非
刑
罰
的
モ
デ
ル
」）

二
〇
〇
五
年　
『
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
少
年
法
』
成
文
堂
（
守
山
正
ほ
か
と
共
著
、
分
担
執
筆
「
８
家
庭
裁
判
所
の
役
割
」、「
11
少
年
の
権

利
保
障
」、「
14
少
年
の
福
祉
を
害
す
る
成
人
事
件
」）
〇
八
年
第
二
版
、
〇
九
年
第
二
版
補
訂
版
、
一
七
年
第
三
版

二
〇
〇
八
年　
『
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
刑
事
政
策
』
成
文
堂
（
守
山
正
と
共
編
著
、
分
担
執
筆
「
５
刑
事
制
裁
（
刑
罰
と
処
分
）」、「
10
財
産

刑
」、「
12
犯
罪
者
の
処
遇
」、「
16
（
三
）
来
日
外
国
人
犯
罪
」、「
16
（
四
）
組
織
犯
罪
」）、
一
一
年
第
二
版
、
一
七

年
第
三
版

二
〇
〇
八
年　
『
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
』
尚
学
社
（
岩
井
宜
子
編
、
分
担
執
筆
「
ド
イ
ツ
・
二
〇
〇
二
年
男
女
間
暴
力
被
害

者
保
護
法
、
高
齢
者
虐
待
の
現
状
と
法
的
対
応
」
一
〇
年
第
二
版

二
〇
〇
九
年　
『
ド
イ
ツ
刑
事
法
学
の
展
望
―
大
所
高
所
か
ら
の
視
点
』成
文
堂（
川
端
博
と
監
訳
、分
担
翻
訳「
Ａ
・
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
・

究
極
の
刑
事
政
策
的
措
置
の
展
開
に
つ
い
て
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
死
刑
、
拷
問
、
無
期
自
由
刑
、
保
安
監
置
」、「
Ｒ
・

エ
ッ
グ
・
社
会
治
療
―
何
処
へ
向
か
う
の
か
？
」）

二
〇
一
四
年　
『
性
犯
罪
・
被
害
―
性
犯
罪
規
定
の
見
直
し
に
向
け
て
』
尚
学
社
（
女
性
犯
罪
研
究
会
編
、
分
担
執
筆
「
児
童
買
春
と

児
童
ポ
ル
ノ
の
規
制
」）
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二
〇
一
六
年　
『
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
刑
事
政
策
』
法
律
文
化
社
（
朴
元
奎
・
太
田
達
也
編
、
分
担
執
筆
「
第
一
六　

矯
正
処
遇
の
基
本

理
念
」）

二
〇
一
九
年　
『
ス
ト
ー
キ
ン
グ
の
現
状
と
対
策
』
成
文
堂
（
守
山
正
と
共
編
著
、
分
担
執
筆
「
第
五
章　

ス
ト
ー
キ
ン
グ
に
対
す
る

法
規
制　

Ⅱ　

ス
ト
ー
カ
ー
総
合
対
策
と
機
関
連
携
」）

二
〇
二
〇
年　
『
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
犯
罪
法
』
成
文
堂
（
守
山
正
と
共
編
著
、
分
担
執
筆
「
１
『
犯
罪
法
』
総
説
」、「
３
身
体
の
安
全
に
関

す
る
犯
罪
」、「
22
少
年
の
福
祉
に
関
す
る
犯
罪
」）

【
主
要
論
文
】 

一
九
七
八
年　
「
い
わ
ゆ
る
『
精
神
病
質
犯
罪
者
』
の
処
遇
」『
法
政
法
学
』
九
号

一
九
八
一
年　
「
西
ド
イ
ツ
の
ラ
ベ
リ
ン
グ
論
研
究
」『
犯
罪
社
会
学
研
究
』
六
号

一
九
八
一
年　
「
青
少
年
条
例
に
よ
る
淫
行
規
制
の
問
題
」『
常
磐
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
一
〇
号

一
九
八
三
年　
「
女
性
に
よ
る
新
生
児
殺
の
研
究
」『
犯
罪
社
会
学
研
究
』
八
号
（
内
山
絢
子
・
小
長
井
賀
輿
と
共
著
）

一
九
八
三
年　
「
教
師
に
よ
る
体
罰
と
暴
行
罪
の
成
否
」『
慶
應
義
塾
創
立
一
二
五
年
記
念
論
文
集
―
慶
應
法
学
会
法
律
学
関
係
』

一
九
八
四
年　
「
青
少
年
保
護
育
成
条
例
と
少
年
の
人
権
」『
少
年
非
行
（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
・
新
権
利
の
た
め
の
闘
争
）』

一
九
八
四
年　
「『
刑
罰
論
』
を
め
ぐ
る
国
内
研
究
動
向
」『
犯
罪
社
会
学
研
究
』
九
号

一
九
八
五
年　
「
青
少
年
の
性
的
保
護
と
刑
事
規
制
の
限
界
―
『
青
少
年
保
護
育
成
条
例
』
を
中
心
に
」『
刑
法
雑
誌
』
二
六
巻
三
・

四
号

一
九
八
五
年　
「
風
俗
環
境
浄
化
に
対
す
る
社
会
的
統
制
形
態
―
西
ド
イ
ツ
の
現
状
を
中
心
に
」『
法
律
時
報
』
五
七
巻
七
号
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一
九
八
七
年　
「
夫
婦
間
強
姦
の
可
罰
性
に
関
す
る
考
察
―
昭
和
六
二
年
六
月
一
八
日
広
島
高
裁
松
江
支
部
判
決
を
契
機
と
し
て
―
」

『
常
磐
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
一
六
号

一
九
八
九
年　
「
住
民
の
被
害
経
験
及
び
悪
質
商
法
に
対
す
る
意
識
・
態
度
（
悪
質
商
法
に
関
す
る
研
究
１
）」『
科
学
警
察
研
究
所
報

告
防
犯
少
年
編
』
三
〇
巻
一
号
（
西
村
春
夫
ほ
か
と
共
著
）

一
九
八
九
年　
「
被
害
化
過
程
及
び
被
害
者
の
特
徴
（
悪
質
商
法
に
関
す
る
研
究
２
）」『
科
学
警
察
研
究
所
報
告
防
犯
少
年
編
』
三
〇

巻
二
号
（
西
村
春
夫
ほ
か
と
共
著
）

一
九
九
〇
年　
「
悪
質
商
法
に
よ
る
被
害
化
過
程
の
事
例
研
究
」『
科
学
警
察
研
究
所
報
告
防
犯
少
年
編
』
三
一
巻
一
号
（
西
村
春
夫
ほ

か
と
共
著
）

一
九
九
一
年　
「
悪
質
商
法
の
被
害
化
要
因
に
関
す
る
研
究
」『
人
間
科
学
』
八
巻
二
号
（
諸
澤
英
道
と
共
著
）

一
九
九
三
年　
「
有
害
出
版
物
規
制
の
法
理
」『
常
磐
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
二
二
号

一
九
九
三
年　
「『
少
年
福
祉
阻
害
犯
』
に
関
す
る
序
論
的
考
察
」『
北
陸
法
学
』
一
巻
一
・
二
号

一
九
九
四
年　
「
未
成
年
者
喫
煙
禁
止
法
と
青
少
年
保
護
―
『
少
年
福
祉
阻
害
犯
』
と
し
て
の
側
面
か
ら
の
検
討
」
法
律
文
化
社
『
刑

事
法
学
の
歴
史
と
課
題
―
吉
川
経
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』

一
九
九
六
年　
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
被
害
者
学
の
生
成
と
発
展
」『
被
害
者
学
研
究
』
六
号

一
九
九
六
年　
「
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
行
刑
論
―
人
間
主
義
を
原
点
と
し
て
」『
刑
政
』
一
〇
七
巻
八
号

一
九
九
八
年　
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
被
害
者
の
救
済
・
保
護
・
支
援
」『
被
害
者
学
研
究
』
八
号

一
九
九
九
年　
「
児
童
虐
待
の
刑
事
法
的
対
応
に
つ
い
て
」『
北
陸
法
学
』
七
巻
一
号

一
九
九
九
年　
「
犯
罪
被
害
者
の
権
利
・
外
国
の
動
向
（
ド
イ
ツ
）」『
法
律
時
報
』
七
一
巻
一
〇
号
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二
〇
〇
〇
年　
「
青
少
年
保
護
育
成
条
例
に
よ
る
淫
行
規
制
の
変
遷
と
将
来
」
成
文
堂
『
宮
澤
浩
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
三
巻
』

二
〇
〇
一
年　
「
未
成
年
者
喫
煙
・
飲
酒
禁
止
法
の
改
正
に
向
け
て
」『
青
少
年
育
成
研
究
』
一
号

二
〇
〇
一
年　
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
青
少
年
有
害
図
書
規
制
と
連
邦
審
査
会
」『
獨
協
法
学
』
五
五
号

二
〇
〇
二
年　
「
欧
州
犯
罪
学
会
（
Ｅ
Ｓ
Ｃ
）
と
第
一
回
大
会
（
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
会
議
）」『
犯
罪
と
非
行
』
一
三
三
号

二
〇
〇
二
年　
「
拷
問
お
よ
び
非
人
道
的
で
人
間
性
を
貶
め
る
処
遇
と
刑
罰
を
防
止
す
る
欧
州
委
員
会
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
刑
務
所
の
状

況
に
つ
い
て
）
―
欧
州
犯
罪
学
会
（
Ｅ
Ｓ
Ｃ
）
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
一
巻
二
号
か
ら
」『
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
』
二
六
号

二
〇
〇
三
年　
「
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
と
Ｄ
Ｖ
防
止
法
を
め
ぐ
っ
て
」『
法
律
時
報
』
七
五
巻
二
号

二
〇
〇
三
年　
「
自
動
販
売
機
と
青
少
年
保
護
」『
青
少
年
育
成
研
究
』
三
号

二
〇
〇
三
年　
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
刑
事
法
学
の
展
望
」
現
代
法
律
出
版
『
二
一
世
紀
に
お
け
る
刑
事
規
制
の
ゆ
く
え
―
中
谷
瑾
子
先
生
傘

寿
祝
賀
』

二
〇
〇
四
年　
「
児
童
虐
待
の
実
態
と
諸
問
題
―
児
童
虐
待
防
止
法
（
平
成
一
二
年
）
制
定
後
の
状
況
を
中
心
に
」『
現
代
刑
事
法
』

六
五
号

二
〇
〇
五
年　
「『
出
会
い
系
サ
イ
ト
規
制
法
』
の
評
価
と
課
題
―
法
施
行
後
の
状
況
を
振
り
返
る
」『
青
少
年
育
成
研
究
』
五
号

二
〇
〇
六
年　
「
ゲ
ー
ム
・
ケ
ー
タ
イ
・
ネ
ッ
ト
の
し
つ
け
」『
児
童
心
理
』
八
四
五
号

二
〇
〇
七
年　
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
性
犯
罪
者
の
社
会
治
療
処
遇
と
研
究
動
向
管
見
―
ル
ド
ル
フ
・
エ
ッ
ク
博
士
の
報
告
か
ら
―
」

『
犯
罪
学
雑
誌
』
七
三
巻
一
号

二
〇
〇
七
年　
「
特
定
受
刑
者
の
処
遇
―
高
齢
・
外
国
人
・
女
子
・
少
年
・
薬
物
・
暴
力
団
・
性
犯
罪
受
刑
者
を
中
心
に
」
日
本
評
論

社
『
菊
田
幸
一
博
士
古
稀
記
念
・
社
会
の
な
か
の
刑
事
司
法
と
犯
罪
者
』
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二
〇
〇
七
年　
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
治
療
処
遇
の
展
開
と
課
題
―
ド
イ
ツ
行
刑
施
設
等
の
参
観
か
ら
見
え
る
も
の
」『
法
学
研
究
』

八
〇
巻
一
二
号

二
〇
〇
八
年　
「
行
刑
新
時
代
へ
の
期
待
と
課
題
」『
犯
罪
と
非
行
』
一
五
五
号

二
〇
〇
八
年　
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
被
害
者
支
援
の
現
在
」『
被
害
者
学
研
究
』
一
八
号

二
〇
〇
八
年　
「
受
刑
者
の
社
会
復
帰
と
施
設
内
処
遇
の
課
題
」『
法
律
時
報
』
八
〇
巻
九
号

二
〇
〇
八
年　
「
青
少
年
社
会
環
境
と
青
少
年
保
護
法
令
の
新
展
開
―
青
少
年
の
性
的
保
護
を
中
心
と
し
て
」『
獨
協
法
学
』
七
七
号

二
〇
〇
八
年　
「
性
情
報
に
関
す
る
親
と
子
の
リ
テ
ラ
シ
ー
」『
児
童
心
理
』
八
八
二
号

二
〇
〇
八
年　
「
被
収
容
者
処
遇
法
と
更
生
保
護
法
」『
犯
罪
と
非
行
』
一
六
〇
号

二
〇
一
〇
年　
「
な
ぜ
児
童
ポ
ル
ノ
は
規
制
さ
れ
る
の
か
？
―
児
童
の
性
的
虐
待
・
偏
執
的
趣
味
（
ペ
ド
フ
ェ
リ
ア
）
か
ら
の
保
護
」

『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
六
七
一
号

二
〇
一
一
年　
「
平
成
二
二
年
版
犯
罪
白
書
を
読
ん
で
―
重
大
事
犯
者
の
実
態
と
処
遇
か
ら
考
え
る
」『
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
六
四
巻
一

号

二
〇
一
一
年　
「
奈
良
県
『
子
ど
も
安
全
条
例
』
制
定
後
の
状
況
と
法
的
課
題
」『
法
学
新
報
』
一
一
七
巻
七
・
八
号

二
〇
一
一
年　
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
青
少
年
社
会
環
境
と
青
少
年
保
護
」『
法
学
研
究
』
八
四
巻
九
号

二
〇
一
一
年　
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
バ
イ
オ
レ
ン
ス
へ
の
対
応
―
私
事
か
ら
公
的
領
域
で
の
問
題
解
決
へ
向
け
て
」
尚
学

社
『
刑
法
・
刑
事
政
策
と
福
祉
―
岩
井
宜
子
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』

二
〇
一
三
年　
「
刑
事
法
の
領
域
か
ら
考
え
る
『
加
害
／
被
害
』
―
被
害
者
の
権
利
・
利
益
重
視
の
時
代
に
お
け
る
刑
事
司
法
」
国
際

書
院
『
法
文
化
叢
書
一
一
巻
』
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二
〇
一
三
年　
「
少
年
司
法
改
革
と
保
護
思
想
の
変
容
」『
犯
罪
学
雑
誌
』
七
九
巻
六
号

二
〇
一
四
年　
「
再
犯
防
止
対
策
の
推
進
と
刑
事
政
策
の
課
題
」『
罪
と
罰
』
五
一
巻
三
号

二
〇
一
五
年　
「
ド
イ
ツ
の
行
刑
に
お
け
る
社
会
治
療
処
遇
の
動
向
」『
犯
罪
と
非
行
』
一
七
九
号

二
〇
一
六
年　
「
平
成
二
七
年
版
犯
罪
白
書
を
読
ん
で
―
ル
ー
テ
ィ
ン
部
分
に
関
し
て
」『
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
六
九
巻
一
号

二
〇
一
六
年　
「
我
が
国
の
法
学
部
及
び
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
犯
罪
学
教
育
」『
犯
罪
学
雑
誌
』
八
二
巻
二
号

二
〇
一
六
年　
「
国
際
化
と
刑
事
政
策
」『
罪
と
罰
』
五
四
巻
一
号

二
〇
一
七
年　
「
成
人
年
齢
基
準
と
青
少
年
保
護
法
」『
青
少
年
問
題
』
六
六
七
号

二
〇
一
九
年　
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
現
在
と
課
題
―
児
童
福
祉
法
・
児
童
虐
待
防
止
法
の
改
正
後
の
状
況
を
踏
ま
え
て
―
」『
被

害
者
学
研
究
』
二
九
号

二
〇
二
〇
年　
「
令
和
元
年
版
犯
罪
白
書
を
読
ん
で
―
平
成
の
刑
事
政
策
を
振
り
返
る
」『
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
七
三
巻
一
号

二
〇
二
〇
年　
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
へ
の
法
的
対
応
⑴
児
童
虐
待
を
中
心
に
」『
罪
と
罰
』
五
七
巻
四
号

二
〇
二
〇
年　
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
へ
の
法
的
対
応
⑵
配
偶
者
暴
力
（
Ｄ
Ｖ
）
及
び
高
齢
者
虐
待
に
つ
い
て
」『
罪
と
罰
』

五
八
巻
一
号

二
〇
二
一
年　
「
平
成
の
犯
罪
と
令
和
へ
の
刑
事
法
学
（
刑
事
政
策
）」『
犯
罪
学
雑
誌
』
八
七
巻
一
・
二
号

【
そ
の
他
】

一
九
八
〇
年　

書
評
「
マ
イ
ク
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
著
・
長
谷
川
健
三
郎
訳
『
囚
人
組
合
の
出
現
―
イ
ギ
リ
ス
囚
人
運
動
序
説
』」

（
宮
澤
浩
一
と
共
著
）『
法
学
研
究
』
五
三
巻
七
号
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一
九
八
一
年　

資
料
「
犯
罪
学
ジ
ュ
ル
ナ
ー
ル
（
一
九
六
九
～
一
九
八
〇
）：
著
者
名
別
・
事
項
別
論
文
目
録
」（
宮
澤
浩
一
と
共
編
）

『
法
学
研
究
』
五
四
巻
一
〇
号

一
九
八
二
年　

資
料
「
被
害
者
学
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー　

ド
イ
ツ
語
文
献
」（
宮
澤
浩
一
・
諸
澤
英
道
と
共
編
）『
法
学
研
究
』
五
五

巻
三
号

一
九
八
二
年　

資
料
「
被
害
者
学
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー　

英
語
文
献
⑴
⑵
⑶
」（
宮
澤
浩
一
・
諸
澤
英
道
と
共
編
）『
法
学
研
究
』

五
五
巻
五
号
、
六
号
、
七
号

一
九
八
三
年　

資
料
「
少
年
非
行
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
理
論
―Gerd K

irchhoff

の
講
演
とJhon P. J. D

ussich

の
レ
ポ
ー
ト
か
ら
―
」

『
常
磐
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
一
二
号

一
九
八
三
年　

書
評
「
犯
罪
学
研
究
会
編
・
犯
罪
学
辞
典
」『
法
律
時
報
』
五
四
巻
六
号

一
九
八
三
年　

書
評
「
Ｃ
・
グ
リ
フ
ィ
ス
ほ
かCrim

inal Justice in Canada

」『
法
学
研
究
』
五
六
巻
六
号

一
九
八
三
年　

紹
介
「Sym
posium

 on V
ictim

ology in JCC

」『
ア
メ
リ
カ
法
』
一
九
八
三
Ⅰ

一
九
九
二
年　

資
料
「
ド
イ
ツ
の
有
害
環
境
規
制
散
見
―
Ｂ
Ｐ
Ｓ
レ
ポ
ー
ト
91
か
ら
―
」『
常
磐
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
二
一
号

一
九
九
五
年　

刑
政
時
評
「
刑
事
政
策
と
大
学
教
育
」『
刑
政
』
一
〇
六
巻
五
号

一
九
九
五
年　

刑
政
時
評
「
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
行
刑
論
に
学
ぶ
」『
刑
政
』
一
〇
六
巻
一
〇
号

一
九
九
六
年　

刑
政
時
評
「
煙
草
の
販
売
規
制
と
青
少
年
保
護
」『
刑
政
』
一
〇
七
巻
四
号

一
九
九
六
年　

刑
政
時
評
「
児
童
虐
待
か
ら
考
え
る
」『
刑
政
』
一
〇
七
巻
一
〇
号

一
九
九
九
年　

判
例
研
究
「
児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
六
号
の
『
淫
行
さ
せ
る
』
行
為
の
意
義
」『
北
陸
法
学
』
七
巻
二
号

二
〇
〇
〇
年　

資
料
「
韓
国
青
少
年
保
護
法
（
仮
訳
）」『
北
陸
法
学
』
七
巻
四
号
（
金
容
世
と
共
訳
）
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二
〇
〇
〇
年　

報
告
書
『
青
少
年
を
取
り
巻
く
有
害
な
社
会
環
境
の
抜
本
的
改
善
に
向
け
て
―
地
域
住
民
運
動
の
進
め
方
と
法
整
備

の
方
向
に
つ
い
て
』（
分
担
執
筆
、「
青
少
年
保
護
育
成
条
例
の
展
開
と
課
題
」）

二
〇
〇
〇
年　
「
ド
イ
ツ
の
少
年
法
管
見
」『
三
田
評
論
』
一
〇
二
五
号

二
〇
〇
一
年　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
子
ど
も
の
権
利
と
社
会
環
境
」『
青
少
年
』
三
四
二
号

二
〇
〇
二
年　

報
告
書
『
青
少
年
有
害
環
境
対
策
推
進
研
究
報
告
書
』（
分
担
執
筆
、「『
環
境
浄
化
の
た
め
の
重
点
的
な
取
組
』
に
み

ら
れ
る
特
徴
」）

二
〇
〇
二
年　

特
集
「
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
―
酒
、
タ
バ
コ
、
コ
ン
ビ
ニ
、
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
、
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

等
―
」『
青
少
年
』
三
五
〇
号

二
〇
〇
四
年　

座
談
会
「
青
少
年
法
案
を
ど
う
見
る
か
」『
法
律
時
報
』
七
六
巻
九
号

二
〇
〇
四
年　

評
論
「
未
成
年
者
喫
煙
禁
止
法
と
青
少
年
の
保
護
育
成
」『
週
刊
教
育
資
料
』
八
七
四
号

二
〇
〇
五
年　

報
告
書
『
青
少
年
育
成
国
民
会
議
・
平
成
一
六
年
度
青
少
年
と
社
会
環
境
に
関
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
・
中
央
大
会
報
告
書
』

（
分
担
執
筆
、「
青
少
年
と
彼
ら
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
に
関
し
て
」）

二
〇
〇
五
年　

報
告
書
『
青
少
年
育
成
国
民
会
議
・
青
少
年
育
成
国
民
運
動
実
践
調
査
研
究
事
業
報
告
書
』（
分
担
執
筆
、「
地
域
で
担

う
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
取
組
み
―
そ
の
実
践
と
課
題
」）

二
〇
〇
五
年　

報
告
書
『
青
少
年
育
成
国
民
会
議
・
平
成
一
六
年
度
青
少
年
有
害
環
境
対
策
推
進
研
究
報
告
書
』（
分
担
執
筆
、「
調
査

結
果
の
概
要
」、「
提
言
・
青
少
年
と
有
害
図
書
接
触
環
境
」、「
有
害
図
書
関
連
施
設
の
現
地
視
察
か
ら
」）

二
〇
〇
五
年　

報
告
書
『
平
成
一
四
年
度
～
一
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
・
家
庭
内
暴
力
の
実
態
と
対
策
に
関
す

る
研
究
―
殺
人
・
傷
害
致
死
事
例
の
分
析
か
ら
』（
分
担
執
筆
、「
女
性
に
よ
る
殺
人
事
例
の
特
性
」）
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二
〇
〇
六
年　

コ
ラ
ム
「
子
ど
も
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
を
め
ぐ
る
行
政
と
条
例
の
動
き
」『
子
ど
も
白
書
二
〇
〇
六
』

二
〇
〇
六
年　

報
告
書
『
青
少
年
育
成
国
民
会
議
・
青
少
年
育
成
国
民
運
動
実
践
調
査
研
究
事
業
報
告
書
』（
分
担
執
筆
、「
地
域
の
子

ど
も
と
大
人
の
意
識
改
革
―
郷
土
の
中
で
の
子
ど
も
の
育
成
を
目
指
し
て
（
大
分
県
佐
伯
市
実
施
委
員
会
）」）

二
〇
〇
六
年　

報
告
書
『
青
少
年
有
害
環
境
対
策
推
進
研
究
報
告
書
・
青
少
年
と
ゲ
ー
ム
に
関
す
る
調
査
』（
分
担
執
筆
、「
調
査
結
果

の
概
要
」）

二
〇
〇
七
年　

評
論
「
子
ど
も
の
喫
煙
防
止
に
向
け
た
事
業
者
の
取
り
組
み
と
未
成
年
者
喫
煙
禁
止
法
」
業
界
誌
『
た
ば
こ
塩
産
業
』

一
月
一
五
日
号

二
〇
〇
七
年　

報
告
書『
青
少
年
育
成
国
民
会
議
・
平
成
一
八
年
度
青
少
年
有
害
環
境
対
策
推
進
研
究
報
告
書（
青
少
年
と
夜
間
外
出
）』

（
分
担
執
筆
）

二
〇
〇
七
年　

資
料
「
オ
ラ
ン
ダ
の
社
会
治
療
処
分　

そ
の
現
状
と
課
題
―
ペ
ー
タ
ー
・
タ
ッ
ク
教
授
の
講
演
か
ら
」『
獨
協
法
学
』

七
三
号

二
〇
〇
八
年　

報
告
書
『
茨
城
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
・
青
少
年
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
関
係
づ
く
り
―
青
少
年
の
ケ
ー

タ
イ
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
調
査
報
告
書
』（
分
担
執
筆
）

二
〇
一
〇
年　

判
例
研
究
「
執
行
猶
予
取
消
し
に
係
る
保
護
観
察
遵
守
事
項
違
反
の
『
そ
の
情
状
が
重
い
と
き
』
に
あ
た
る
と
判
断
さ

れ
た
事
例
―
東
京
高
裁
平
成
二
二
年
三
月
五
日
第
七
刑
事
部
決
定
」『
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
五
号

二
〇
一
〇
年　
「
宮
澤
浩
一
先
生
の
ご
逝
去
を
悼
む
」『
犯
罪
学
雑
誌
』
七
六
巻
六
号

二
〇
一
一
年　

報
告
書
『
平
成
二
二
年
度
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
青
少
年
の
薬
物
乱
用
対
策
に
関
す
る
企
画
分
析
報
告
書
内
閣
府
』（
分

担
執
筆
、「
ス
ペ
イ
ン
の
薬
物
乱
用
対
策
か
ら
学
ぶ
も
の
」）
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二
〇
一
二
年　

報
告
書
『
内
閣
府
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
青
少
年
の
薬
物
乱
用
対
策
に
関
す
る
企
画
分
析
報
告
書
』（
分
担
執
筆
、「
治

療
的
司
法
の
可
能
性
―
青
少
年
の
薬
物
乱
用
と
日
本
型
ド
ラ
ッ
グ
コ
ー
ト
の
模
索
」）

二
〇
一
三
年　

報
告
書
『
内
閣
府
・
若
年
者
向
け
薬
物
再
乱
用
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
計
画
分
析
報
告
書
』（
分
担
執
筆
、「
薬
物

濫
用
犯
罪
（
自
己
使
用
）
の
非
刑
罰
化
へ
向
け
た
司
法
改
革
」）

二
〇
一
三
年　

書
評
「
川
出
敏
裕
・
金
光
旭
著
『
刑
事
政
策
』
成
文
堂
（
二
〇
一
二
年
）」『
犯
罪
と
非
行
』
一
七
六
号

二
〇
一
四
年　

コ
ラ
ム
「『
犯
罪
学
』
と
い
う
学
問
」『
獨
協
大
学
学
報
』
三
〇
号

二
〇
一
五
年　
「
特
集
・
刑
事
司
法
教
育
に
お
け
る
犯
罪
学
の
位
置
・
企
画
趣
旨
」『
犯
罪
学
雑
誌
』
八
一
巻
六
号

二
〇
一
六
年　
「
巻
頭
言　

性
刑
法
の
改
革
と
被
害
者
の
視
点
」『
被
害
者
学
研
究
』
二
六
号

　
　
　
そ
　
の
　
他

【
所
属
学
会
に
お
け
る
主
な
報
告
】

一
九
九
九
年　
「
児
童
虐
待
と
刑
事
規
制
（
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）」
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
（
日
本
刑
法
学
会
第
七
七
回
大
会
）『
刑
法
雑
誌
』

三
九
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
年
）

二
〇
〇
〇
年　
「
児
童
虐
待
と
青
少
年
保
護
の
周
辺
（
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）」
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
（
日
本
刑
法
学
会
第
七
八
回
大
会
）『
刑

法
雑
誌
』
四
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）

二
〇
〇
〇
年　
「
未
成
年
者
喫
煙
・
飲
酒
防
止
法
の
改
正
へ
向
け
て
」（
日
本
青
少
年
育
成
学
会
第
一
回
研
究
集
会
）

二
〇
〇
二
年　
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
刑
事
法
（
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）」
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
（
日
本
刑
法
学
会
第
八
〇
回
大
会
）『
刑
法
雑
誌
』

四
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
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二
〇
〇
三
年　
「
出
会
い
系
サ
イ
ト
規
制
法
の
成
立
と
課
題
」（
日
本
青
少
年
育
成
学
会
第
四
回
研
究
集
会
）

二
〇
〇
四
年　
「『
出
会
い
系
サ
イ
ト
規
制
法
』
施
行
一
年
を
振
り
返
る
」（
日
本
青
少
年
育
成
学
会
第
五
回
研
究
集
会
）

二
〇
〇
七
年　
「
性
刑
法
の
改
革（
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）」オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー（
日
本
刑
法
学
会
）『
刑
法
雑
誌
』四
七
巻
三
号（
二
〇
〇
八

年
）

二
〇
〇
七
年　
「
児
童
虐
待
の
防
止
へ
向
け
て
」
共
同
研
究
・
司
会
（
日
本
被
害
者
学
会
）『
被
害
者
学
研
究
』
一
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）

二
〇
〇
八
年　
「
顕
在
化
、
機
能
化
、
規
範
化
の
視
点
か
ら
」
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
（
日
本
犯
罪
社
会
学
会
主
催
第
五
回
公
開
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
）
日
本
犯
罪
社
会
学
会
編
『
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
に
ど
う
対
応
す
る
か
』
尚
学
社
（
二
〇
〇
九
年
）

二
〇
〇
九
年　
「Child Sexual V

ictim
ization and Legal Regulations in Japan‒T

rends and Issues in the last ten Y
ears

」

第
一
三
回
国
際
被
害
者
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
常
磐
大
学
）

二
〇
一
一
年　
「Current Issues on Sexual A

bused Children and Regulation against Child Pornography: W
hy D

o W
e 

Control Child Pornography?
」
第
一
三
回
世
界
犯
罪
学
会
（
神
戸
市
）

二
〇
一
一
年　
「
裁
判
員
裁
判
と
犯
罪
学
」
第
四
八
回
日
本
犯
罪
学
会
総
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
『
犯
罪
学
雑
誌
』

七
八
巻
三
号
（
二
〇
一
二
年
）

二
〇
一
二
年　
「
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
者
学
的
研
究
」
日
本
被
害
者
学
会
第
二
三
回
学
術
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー

『
被
害
者
学
研
究
』
二
三
号
（
二
〇
一
三
年
）

二
〇
一
三
年　

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
家
族
崩
壊
・
児
童
虐
待
の
現
状
と
対
策
を
考
え
る
」
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
（
第
五
〇
回
日
本
犯
罪

学
会
総
会
）
日
本
犯
罪
学
会
＝
（
公
財
）
日
工
組
社
会
安
全
財
団
『
家
族
崩
壊
・
児
童
虐
待
の
現
状
と
対
策
を
考
え
る
』

報
告
書
（
二
〇
一
四
年
）
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二
〇
一
四
年　
「
犯
罪
学
と
教
育
」
ビ
デ
オ
・
ウ
ェ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン　

座
長
（
第
五
一
回
日
本
犯
罪
学
会
総
会
）Video Session: 

Education of Crim
inology for Judicial Experts

『
犯
罪
学
雑
誌
』
八
一
巻
三
号
（
二
〇
一
五
年
）

二
〇
一
五
年　
「
我
が
国
に
お
け
る
女
性
犯
罪
（
者
）
研
究
の
軌
跡
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
女
性
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
事
政
策
」（
日
本

刑
法
学
会
第
九
三
回
大
会
）『
刑
法
雑
誌
』
五
五
巻
三
号
（
二
〇
一
六
年
）

二
〇
一
七
年　
「
犯
罪
学
の
更
な
る
発
展
に
向
け
て
―
学
際
的
・
実
践
的
連
携
を
考
え
る
／
裁
判
員
裁
判
の
鑑
定
に
つ
い
て
」
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
・
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
（
第
五
四
回
日
本
犯
罪
学
会
総
会
）『
犯
罪
学
雑
誌
』
八
四
巻
三
号
（
二
〇
一
八
年
）

二
〇
一
七
年　
「
刑
事
政
策
研
究
の
将
来
と
研
究
者
の
養
成
（
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）」（
日
本
刑
法
学
会
第
九
五
回
大
会
『
刑
法
雑
誌
』

五
七
巻
三
号
（
二
〇
一
八
年
）

二
〇
一
九
年　
「
再
犯
と
再
犯
防
止
（
再
犯
を
め
ぐ
る
政
策
の
動
き
）」
第
五
六
回
日
本
犯
罪
学
会
総
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
座
長
『
犯
罪
学

雑
誌
』
八
六
巻
二
号
（
二
〇
二
〇
年
）

二
〇
二
〇
年　
「
平
成
の
犯
罪
と
令
和
へ
の
刑
事
法
学
（
刑
事
政
策
）」
第
五
七
回
日
本
犯
罪
学
会
総
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
平
成
の
犯
罪

学
と
令
和
へ
の
犯
罪
学
」『
犯
罪
学
雑
誌
』
八
七
巻
一
・
二
号
（
二
〇
二
一
年
）

【
講
演
】

一
九
八
八
年　
「
青
少
年
保
護
の
理
念
と
環
境
規
制
の
諸
問
題
―
二
一
世
紀
へ
の
非
行
予
防
対
策
の
た
め
に
」
茨
城
県
青
少
年
相
談
員

連
絡
協
議
会
・
非
行
防
止
対
策
地
域
研
究
会
（
茨
城
県
い
こ
い
の
村
涸
沼
）

二
〇
〇
一
年　
「
有
害
図
書
規
制
の
法
理
―
ド
イ
ツ
の
状
況
を
参
考
に
し
て
」
青
少
年
育
成
国
民
会
議
・
青
少
年
と
社
会
環
境
に
関
す

る
中
央
大
会
（
代
々
木
、
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー
）
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二
〇
〇
一
年　
「
青
少
年
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
へ
の
対
応
と
地
域
活
動
」
三
重
県
非
行
防
止
関
係
者
合
同
研
修
会
（
津
市
）

二
〇
〇
一
年　
「
性
と
暴
力
―
大
人
は
ど
う
変
わ
れ
る
か
」
福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
推
進
大
会
（
福
島
市
）

二
〇
〇
二
年　
「
有
害
環
境
の
実
態
と
対
応
策
の
課
題
」
平
成
一
四
年
度
茨
城
県
市
町
村
青
少
年
問
題
協
議
会
委
員
・
青
少
年
相
談
員

及
び
青
少
年
育
成
関
係
者
等
合
同
研
究
会
（
水
戸
市
）

二
〇
〇
三
年　
「
青
少
年
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
の
現
状
―
ビ
デ
オ
と
自
動
販
売
機
の
問
題
を
中
心
と
し
て
」
青
少
年
と
社
会
環
境
に

関
す
る
北
海
道
・
東
北
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
（
青
森
市
）

二
〇
〇
三
年　
「
青
少
年
有
害
環
境
問
題
の
現
状
と
課
題
」
岩
手
県
青
少
年
育
成
指
導
者
研
修
会
（
盛
岡
市
）

二
〇
〇
三
年　
「
近
時
少
年
非
行
の
背
景
と
防
止
対
策
」
愛
知
県
市
町
村
青
少
年
施
策
主
管
課
長
会
議
（
名
古
屋
市
）

二
〇
〇
三
年　
「
電
子
メ
デ
ィ
ア
と
子
ど
も
た
ち
」
広
島
市
青
少
年
健
全
育
成
市
民
大
会
（
広
島
市
）

二
〇
〇
三
年　
「
情
報
メ
デ
ィ
ア
と
青
少
年
の
性
行
動
」
青
少
年
健
全
育
成
中
央
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
和
歌
山
市
）

二
〇
〇
三
年　
「
青
少
年
を
取
り
巻
く
有
害
社
会
環
境
対
策
の
推
進
活
動
―
今
、
青
少
年
育
成
推
進
員
に
出
来
る
こ
と
は
？
」
青
少
年

育
成
推
進
四
市
（
岩
槻
・
越
谷
・
春
日
部
・
草
加
）
合
同
研
修
会
（
草
加
市
）

二
〇
〇
四
年　
「
青
少
年
社
会
環
境
の
浄
化
を
め
ぐ
っ
て
」（
基
調
講
演
）
糸
満
市
青
少
年
育
成
国
民
運
動
実
践
調
査
研
究
事
業
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
（
糸
満
市
）

二
〇
〇
四
年　
「
有
害
環
境
と
青
少
年
の
保
護
育
成
―
法
的
基
盤
づ
く
り
と
地
域
活
動
の
活
性
化
」
富
山
県
青
少
年
育
成
国
民
運
動
推

進
指
導
員
全
体
研
修
会
（
富
山
市
）

二
〇
〇
四
年　
「
電
子
メ
デ
ィ
ア
・
テ
レ
ビ
と
青
少
年
の
保
護
育
成
」
山
口
県
青
少
年
育
成
県
民
会
議
総
会
（
山
口
市
）

二
〇
〇
四
年　
「
青
少
年
と
彼
ら
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
に
関
し
て
」（
基
調
講
演
）
青
少
年
と
社
会
環
境
に
関
す
る
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
大
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会
（
鹿
児
島
市
）

二
〇
〇
五
年　
「
青
少
年
と
保
護
者
の
意
識
か
ら
社
会
環
境
問
題
を
考
え
る
」茨
城
県
県
北
市
町
村
青
少
年
問
題
連
絡
協
議
会（
水
戸
市
）

二
〇
〇
五
年　
「
青
少
年
社
会
環
境
と
地
域
活
動
の
課
題
」
茨
城
県
青
少
年
育
成
県
民
会
議
年
次
大
会
（
水
戸
市
）

二
〇
〇
五
年　
「
青
少
年
と
有
害
環
境
の
諸
問
題
―
二
〇
〇
五
年
の
問
題
点
検
と
克
服
の
た
め
に
」
有
害
環
境
連
絡
協
議
会
関
東
甲
信

越
静
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
（
静
岡
市
）

二
〇
〇
五
年　
「
子
ど
も
の
自
立
と
大
人
社
会
の
責
任
」
茨
城
県
青
少
年
相
談
員
研
修
大
会
（
水
戸
市
）

二
〇
〇
六
年　
「
子
ど
も
の
安
全
と
青
少
年
条
例
の
整
備
」
青
少
年
育
成
国
民
会
議
・
青
少
年
と
社
会
環
境
に
関
す
る
中
央
大
会
（
代
々

木
、
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー
）

二
〇
〇
六
年　
「
青
少
年
と
有
害
情
報
―
家
庭
・
地
域
で
取
組
む
た
め
に
」
京
都
府
青
少
年
育
成
県
民
会
議
（
京
都
市
）

二
〇
〇
七
年　
「Jugendm

edienschutz in Japan 2007

―H
eutige Situation von der gesetzlichen K

ontrolle und 

der Selbstkontrolle über die M
edien und die soziale U

m
gebung von Jugendlichen

（
青
少
年
の
た
め
の
メ

デ
ィ
ア
対
策
に
つ
い
て
―
日
本
に
お
け
る
法
的
規
制
と
自
主
規
制
の
今
日
的
状
況
）」
二
〇
〇
七
年
度
日
独
青
少
年
指

導
者
セ
ミ
ナ
ー
『
青
少
年
と
メ
デ
ィ
ア
』（
代
々
木
、
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー
）

二
〇
〇
七
年　
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
と
青
少
年
―
青
少
年
社
会
環
境
対
策
の
観
点
か
ら
―
」
平
成
一
九
年
度
愛
媛
県
青
少
年
の

非
行
問
題
に
取
り
組
む
県
民
大
会
（
松
山
市
）

二
〇
〇
七
年　
「
子
ど
も
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
：
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
と
の
い
い
関
係
を
目
ざ
し
て
」
野
々
市
町
メ
デ
ィ
ア
・
フ
ォ
ー
ラ
ム

二
〇
〇
七
（
石
川
県
野
々
市
町
）

二
〇
〇
八
年　
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ケ
ー
タ
イ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
規
制
と
教
育
」
モ
バ
イ
ル
社
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
〇
〇
八
（
元
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赤
坂
、
明
治
記
念
館
）

二
〇
一
〇
年　
「
青
少
年
を
取
り
巻
く
情
報
空
間
（
テ
レ
ビ
・
ケ
ー
タ
イ
・
ゲ
ー
ム
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）
と
青
少
年
の
育
ち
に
つ
い

て
考
え
る
」
埼
玉
県
和
光
市
青
少
年
育
成
講
演
会
（
和
光
市
）

二
〇
一
一
年　
「
刑
事
法
の
領
域
か
ら
考
え
る
加
害
／
被
害
―
被
害
者
の
権
利
・
利
益
重
視
の
時
代
に
お
け
る
刑
事
司
法
」
第
一
四
回

法
文
化
学
会
研
究
大
会
（
日
吉
、
慶
應
義
塾
大
学
）

二
〇
一
二
年　
「
子
ど
も
に
対
す
る
『
性
的
虐
待
罪
』
の
創
設
に
つ
い
て
」
専
修
大
学
法
学
研
究
所
主
催
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
性
暴

力
の
実
態
を
踏
ま
え
今
後
の
日
本
の
性
犯
罪
規
定
の
あ
り
方
を
展
望
す
る
』（
神
田
、
専
修
大
学
）
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